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川崎市介護保険要介護認定・要支援認定に係る情報提供の開始に係る追加事項 

について（通知） 

 
 

時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 
日頃から本市の市政運営に御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 標題の件につきまして、「川崎市介護保険要介護認定・要支援認定に係る情報提供の開始につ

いて（通知）」（7 川健介保第 1547 号・令和 8 年 2 月 24 日付）にて、「川崎市介護保険閲覧等請

求」の制度名を「川崎市介護保険要介護認定・要支援認定に係る情報提供」に改め、令和 8 年 4
月 1 日から開始する旨を通知いたしました。 
 上記通知の発出後に追加された変更点等については以下のとおりとなりますので、前回の通知

と併せて御確認いただきますようお願いいたします。 
 
１ 情報提供申請の目的について 
 情報提供申請の目的について、従前より「特別養護老人ホーム入所に関する検討のための委員

会における特例入所対象者の判定・優先入所対象者の判定」 を設けていたところですが、新制

度においては、「認知症対応型共同生活介護への入居申込者が認知症であることの確認」を目的

とした申請についても、情報提供を行うものとします。 
 
２ 以前に発出した通知の廃止及び補足説明について 

 「居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書の同意欄追加に伴う取り扱いについ

て（通知）」（3 川健介保第 1634 号・令和 4年 3月 31 日付）については、川崎市介護保険要介

護認定・要支援認定に係る情報提供の開始に伴い、廃止いたします。 

 また、「居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書と川崎市介護保険制度にお

ける閲覧等請求書の同意欄の取扱いについて（通知）」（6川健介保第1654号・令和7年3月25日

付）にある、「居宅届の同意欄及び閲覧等請求書の委任状欄の取扱いについて」は、令和８年

４月１日以降、次の通り読み替えることといたします。 

 

 

 



居宅届の同意欄の取扱いについて 

①居宅届の旧様式は使用終了とする。 

②居宅届の同意欄に記名のあるものは、区役所で介護保険システムへの入力を行う。これ以降

の介護サービス計画の作成を目的とした情報提供申請時においては、システム上の当該項目

を以って本人同意の確認を行う。 

③令和７年３月３１日以前に提出された居宅届については、原則として要介護認定及び要支援

認定に係る情報提供に関する同意書の提出を求めるが、上記②に該当する場合は、この限り

ではない。 

④居宅届の同意欄をもって情報提供に関する同意を得られた場合は、改めてこれを提出するこ

とができる。この場合、川崎市は上記②のとおり取り扱うものとする。 

⑤情報提供申請時における本人同意の取り扱いは、川崎市介護保険要介護認定・要支援認定に

係る情報提供の申請に準じて取り扱うものとする。 

⑥上記取扱いについては、令和８年４月１日受付分の情報提供の申請から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

（担当）介護保険課認定係  
電話 044-200-2455  

介護保険課給付係  
電話 044-200-2687  



前回の通知











主な変更点について 
 

令和８年３月３１日まで 令和８年４月１日以降 

情報提供が

可能な申請

目的 

１．指定居宅介護支援事業者等における、本人の心身等の状況に即した

効果的な介護サービス計画の作成（介護予防ケアマネジメントのケ

アプラン作成を含む。） 

２．地域ケア会議における個別事例の検討 

３．指定（地域密着型）介護老人福祉施設における入居に関する検討の

ための委員会での特例入居対象者の判定及び施設への優先入居対象

者の判定 

旧要綱における情報提供が可能となる 3 つ目の目的に、 

“認知症対応型共同生活介護への入居申込者が認知症であることの確認” 

を追加した。また、新たに、 

４．認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした認知症加算の算定 

を新設した。 

同意確認の

方法 

下記のいずれかの方法で確認する。 

１．川崎市介護保険閲覧等請求書（第１号様式）内の委任欄 

２．居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書の同意欄 

下記のいずれかの方法で確認する。 

１．介護保険（要介護認定・要支援認定）申請書の同意欄 

２．要介護認定及び要支援認定に係る情報提供に関する同意書 

３．居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書の同意欄 

同意取得の

方法 

被保険者本人の署名を原則とする。 

署名が難しい場合は、被保険者本人氏名の記名と、代筆者の署名とする。 

被保険者本人の署名を原則とする。 

署名が難しい場合は、被保険者本人氏名の記名とする。 

交付方法 

１．窓口での申請 ⇒ 窓口または郵送 

２．郵送での申請 ⇒ 窓口または郵送 

３．オンライン手続かわさきでの申請 ⇒ 郵送 

３．オンライン手続かわさきでの申請 ⇒ 電子データの交付 

※１．２については変更なし 



＜本人同意の確認フロー（介護サービス計画作成が目的）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＜本人同意の確認フロー（介護サービス計画作成以外の目的）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


